
やまぐち中小企業脱炭素化促進支援事業 

脱炭素関連製品等売込支援型補助金交付要綱 
 

（通則） 

第１条 脱炭素関連製品等売込支援型補助金（以下「補助金」という。）の交付について

は、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業等経営強化法（平成 11年法律第

18号）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。ただし、次に掲げるみなし大企業に

ついては除くものとする。 

(１) 発行済株式の総額又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業の所有に属している

法人 

(２) 発行済株式の総額又は出資金額の３分の２以上が複数の大企業の所有に属している

法人 

(３) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている法人 

 

（補助金の交付の目的） 

第３条 この補助金は、県内中小企業が有する脱炭素化に資する製品やサービスの販路拡大

に向けた売込を支援することで、脱炭素の動きを契機とした中小企業の成長・発展の促進

を図ることを目的とする。 

 

（補助金の交付対象者） 

第４条 交付対象者は、中小企業者であって申請日において次の各号及び別記１のいずれに

も該当する者とする。 

（１）県内に主たる事業所を有する者 

（２）令和６年４月改定日本標準産業分類に定める業種のうち、大分類Ａ（農業、林業）、

大分類Ｂ（漁業）を除く業種である者 

（３）補助金の交付を受けようとする経費に対して、国、地方公共団体、その他公的団体か

らの類似の補助金等の交付又は経費の負担を受けていない者 

 

（補助金の対象経費） 

第５条 補助金は、第３条の目的に基づき実施する別記２に掲げる経費のうち、公益財団法

人やまぐち産業振興財団理事長（以下「理事長」という。）が必要かつ適当と認めるもの

について、予算の範囲内において交付する。 

 

（補助額） 

第６条 補助金の補助額は、別記２に掲げるとおりとする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者は、脱炭素関連製品売込支援型補助金交付申請

書（様式第１）（以下「申請書」という。）を理事長に提出しなければならない。 



２ 申請者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう

ち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律（平成６年法律第１０９号）及び地方消

費税等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１１号）の規定により仕入れに係る消費

税及び地方消費税額として控除できる部分の金額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下

「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申請しなければならない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第８条 理事長は、前条の規定により申請書の提出があった場合において、その内容を審査

の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において、補助

金の交付を決定し、当該申請書を提出した者に交付決定通知書（様式第２）を、補助金を

交付することが不適当であると認めるときは、当該申請書を提出した者に不交付決定通知

書（様式第２の２）を通知するものとする。 

２ 理事長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交

付の申請に係る事項を修正して補助金の交付の決定をすることができる。 

３ 理事長は、第１項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、当該補助金の

交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容に不服があるときは、当該通知を受

けた日から１０日以内に申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は

なかったものとみなす。 

 

（申請内容又は経費の配分の変更） 

第１０条 補助事業者は、当該事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あら

かじめ、脱炭素関連製品売込支援型補助金変更承認申請書（様式第３）を理事長に提出

し、その承認を受けなければならない。ただし、理事長が認める軽微な変更については、

この限りではない。 

２ 理事長は、前項の規定により申請書の提出があった場合において、変更内容が適当であ

ると認めたときは、補助金の変更交付を決定し、変更交付決定通知書（様式第４）を補助

事業者に通知するものとする。 

３ 第８条第２項及び第３項の規定は、前項の変更交付決定について準用する。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第１１条 補助事業者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、脱炭素関

連製品売込支援型補助金中止（廃止）承認申請書（様式第５）を理事長に提出し、その承

認を受けなければならない。 

 

（実績報告） 



第１２条 補助事業者は、当該事業が完了したとき又は前条の規定による廃止の承認を受け

たときは、その日から起算して２０日を経過した日又は補助が終了する年度の２月２８日

のいずれか早い期日までに、脱炭素関連製品売込支援型補助金実績報告書（様式第６）を

理事長に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１３条 理事長は、前条の規定による報告書の提出があった場合において、その内容の審

査及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額

を確定し、当該補助事業者に通知する。 

 

（補助金の支払等） 

第１４条 補助事業者は、前条の規定による通知に基づき補助金の交付を受けようとすると

きは、脱炭素関連製品売込支援型補助金精算払請求書（様式第７）を理事長に提出しなけ

ればならない。 

２ 理事長は、必要があると認めるときは、第８条第１項の規定による通知に係る金額の範

囲内で、概算払により補助金を交付することができる。 

３ 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、脱炭素関連

製品売込支援型補助金概算払請求書（様式第８）を理事長に提出しなければならない。 

 

（補助金の経理等） 

第１５条 補助事業者は、補助金に係る経理の状況を明確にした証拠書類を整理し、かつ、

これらの書類等を補助期間が満了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければ

ならない。 

 

（報告及び検査） 

第１６条 理事長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告を求め、又はそ

の職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させることができる。 

２ 補助事業者は、本事業の成果の確認のため、継続して３年間決算書等を理事長に提出し

なければならない。 

 

（補助金の交付の決定の取り消し等） 

第１７条 理事長は、補助事業者が次の各号の一に該当する時は、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

（１）この要綱に違反したとき。 

（２）事業の実施方法が不適当であると認められるとき。 

２ 理事長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取り消

しに係る部分について既に補助金が交付されている時は、期限を定めて当該取消しに係る

部分の補助金の返還を命ずるとともに、その命令に係る補助金に対して、補助金受領の日

から納付の日までの日数に応じて年利１０．９５％の割合を乗じた加算金を徴するものと

する。 



３ 理事長は、前項の規定により補助金の返還を命じた場合において、これが返還すべき日

までに納付されなかったときは、返還すべき日の翌日から納付の日までの日数に応じて年

利１０．９５％の割合を乗じた加算金を徴するものとする。 

 

（財産の管理） 

第１８条 補助事業者は、事業が完了した後も、当該事業により取得し、又は効用が増加し

た財産（以下「取得財産等」という。）を善良な管理者の注意をもって管理しなければな

らない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（様式第９）を備え、管理す

るとともに、第１２条に定める脱炭素関連製品売込支援型補助金実績報告書（様式第６）

に添付しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第１９条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が、５

０万円（税抜き）以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

２ 前項の財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和

40年 3 月 31 日大蔵省令第 15 号）に基づくものとし、その該当償却期間においては、適

切に整備、保管すること。 

 

（財産の処分） 

第２０条 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された

取得財産等を処分しようとするときは、脱炭素関連製品売込支援型補助金に係る財産処分

承認申請書（様式第１０）をあらかじめ理事長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 理事長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込

まれるときは、その収入の全部若しくは一部を理事長の指定する口座に納付させることが

できるものとする。 

３ 財産処分による財団への納付額の算出の方法は、次の算出によるものとする。 

Ｅ＝（Ａ－Ｂ）×（Ｄ／Ｃ） 

Ａ：当該財産処分したことにより得た収入 

ただし、目的外使用する場合は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭

和 40 年 3月 31日大蔵省令第 15号）に基づき減価償却した後の価格をもって処

分したことにより得た収入とみなす。 

Ｂ：補助事業の終了後に加えられた加工費、処分のための撤去費等の費用 

Ｃ：当該財産処分にかかった補助対象経費 

Ｄ：Ｃに対する当該補助金の確定額 

Ｅ：財団への納付額 

４ 第３項の規定に基づき、財産処分による納付額（Ｅ）の納付を命じたときは、補助事業

者は、速やかに理事長に納付するものとする。 

５ 第１項の処分において、補助事業者が補助事業の成果を活用して実施する事業に使用す

るために取得財産等を転用する場合は、同項の規定に基づく承認申請に際してその旨を明

記するとともに、証拠書類を添付することにより、第２項に基づく納付義務を免除する。 



ただし、補助期間内における転用、補助事業の成果と関係のない事業活動への転用、転

用に伴い設備の所有者の変更を伴うもの、及び事前の承認手続きを得ていない転用につい

ては認めないものとする。 

 

（その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  



別記 1  

脱炭素関連製品売込支援型補助金を受給できる事業主は次の各号にいずれにも該当する者

とする。 

(１) 県税の滞納のないこと。 

(２) 補助金を活用する事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第４項に規定する接待飲食等営業（同条第１項

第１号又は第２号に該当するものに限る。以下同じ。）、同条第５項に規定する性風俗関

連特殊営業又は同条第１１項第１号に規定する接客業務受託営業（接待飲食等営業又は

同条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業

所において客に接する業務の一部を行うこと（当該業務の一部に従事する者が委託を受

けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。）を内容とする営業に限

る。）を行っていない事業主であること。 

(３) 暴力団関係事業所の事業主でないこと。 

(４) 次の(ⅰ)から(ⅲ)までの書類を整備している事業主であること。 

(ⅰ) 補助金活用の実施状況を明らかにする書類 

(ⅱ) 補助金活用に要する経費等の負担の状況を明らかにする書類 

(ⅲ) 必要経費の支払の状況を明らかにする書類 

(５)  補助金の審査に必要な書類を公益財団法人やまぐち産業振興財団理事長の求めに応じ

て提出又は提示する、公益財団法人やまぐち産業振興財団の実地調査に協力する等、審

査に協力する事業主であること。 

 

別記 2 補助金の区分、補助率等は、次表のとおりとする。 

（表） 
 
補助率/補助上限/期間 事業内容 対象経費 
補助率：1/2 
補助上限：250 万円 

期 間：当該年度 2月
末日まで 
 

脱炭素に資する製品やサービスに
係る展示会等を活用した売り込み
から試作品の提供、改良など、一
連のプロセスを通じた販路拡大へ
の取組 
※加えて伴走支援等で実施する自社の

CO2排出量算定などの取り組みを実施

し、CO2排出削減に努めること。 

旅費、展示会等出展費（小
間代、装飾代、電気代
等）、賃借料、輸送費、専
門家謝金、専門家旅費、材
料費、外注費、改良費、広
告宣伝費、委託費、印刷製
本費、その他事業に必要と
認められる経費  

 


